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☆先発医薬品のブリッジング試験が特許法69条１項にいう
「試験又は研究」に該当するかが問題となった事例（上） ⑴

【はじめに】
　本判決は、先発医薬品のブリッジング試験が特許
法69条１項にいう「試験又は研究」に該当するかが
問題となったものである１。東京地裁は、後発医薬
品の製造承認申請のためにする試験・研究が特許法
69条１項に該当するとした最判を本件事実に当ては

めるという特異な判断手法を用いて判断している。

【事案】
１．当事者

Xは、A大学医科学研究所内の先端医療研究セ
ンターがん治療分野教授及び同研究所附属病院脳
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